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高度救命救急センターの指定について 

 

１ 概要 

本県には、三次救急医療施設（救命救急センター）が３箇所設置されているもの

の、特に高度な診療機能を有し、通常の救命救急センターでは対応困難な外傷や疾

患等の診療を担う「高度救命救急センター」は設置されていない。 

全国では高度救命救急センターの設置が進んでおり、36 都道府県において 50 箇

所が指定されている（令和７年１月１日現在）。九州では４県５箇所が指定されてお

り、本県においても高度救命救急センターの指定について検討を進めているところ

である。 

令和６年３月に策定した第８次宮崎県医療計画（救急医療）では、「高度救命救急

センターの指定や地域バランスを考慮した救命救急センターの設置など第三次救急

医療提供体制のさらなる充実に向けた検討等を実施する」としており、これに沿っ

た対応となっている。 

県内３箇所ある救命救急センターのうち、宮崎大学医学部附属病院救命救急セン

ターが「高度救命救急センター」の要件を満たしていると考えている。 

 

（参考） 

○救命救急センター 

重篤患者に対する高度な専門的医療を総合的に実施することを基本とし、原則、

重症及び複数の診療科領域にわたる全ての重篤な救急患者を 24 時間体制で受け入れ

る医療機関（救急科専門医や概ね 20 床以上の救急専用病床の確保が必要）。 

 

○高度救命救急センター 

特に高度な診療機能を有し、通常の救命救急センターでは対応困難な外傷や疾患

（広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病）等の診療を担う救命救急センタ

ー。 

 

２ 宮崎大学医学部附属病院救命救急センターについて 

(1) 救命救急センター指定日 

平成 24 年４月１日 

(2) 病床数 

20 床（ICU：４床、HCU：16 床） ※病院全体：604 床 

(3) 医師・看護師数 

専従医師 16 名(うち救急科専門医 10 名)、専従看護師 45 名 

(4) その他 

・ 平成 24 年度の開所から 10 年以上が経過し、救急科専門医の人数は当初の倍以

上に増加。県内各拠点病院への医師派遣も継続できており、また、ドクターヘリ

の運航により県全体の救急医療体制を支える存在となっている。 

・ 厚生労働省が行う救命救急センター充実段階評価においても、平成 30 年以降

７年連続Ｓ評価を取得。 
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３ 高度救命救急センターの指定要件について 

高度救命救急センターについては、各都道府県において指定を行うことになってい

る。 

厚生労働省の「救急医療対策事業実施要綱」に以下の規定があるため、これに基づ

き、指定要件を満たしているか確認を行った。 

(1) 指定要件 

要 件 判定 備 考 

高度救命救急センターの運営方針 

特に高度な診療機能を有し、通常の

救命救急センターでは対応困難な

外傷や疾患等の診療を担うもの。 〇 

以下の整備基準にあるとおり、他の救

命救急センターでは対応が困難な多発

外傷や重症急性中毒、重症熱傷、指肢

切断などの受入れ体制を確保できてい

る。 

整備基準 

① 診療機能 

 広範囲熱傷、指肢切断、急性中

毒等の特殊疾病患者に対する救

命医療を行うために必要な相当

高度な診療機能を有するもの 

○ 

広範囲熱傷や特殊疾病患者にも対応可

能な救急科専門医が常時勤務してお

り、特殊疾病の治療が可能な設備も有

している。 

広範囲熱傷については、皮膚科若しく

は形成外科と連携して対応できる体制

を取っており、指肢切断についても、

形成外科と連携して再接着手術が可能

な体制を整えている。 

② 人員体制   

 24 時間診療体制を確保するため

に、必要な職員を配置するもの。 
○ 

専従医師 16 名(うち救急科専門医 10

名)と専従看護師 45 名を配置し、いず

れも二交代制で 24 時間体制を確保し

ている。 

ア 医師   

  常時高度救命救急医療に対応

できる体制をとるもの。特に

麻酔科等の手術に必要な要員

を待機させておくもの。 
○ 

常時救命手術に対応できるよう、救命

救急センター内に手術室を設置してい

る。 

また、専従医師の中に 1名麻酔科専門

医を確保しており、院内には 24 時間

365 日麻酔科医師が勤務している。 

イ 看護師等医療従事者   

  特殊疾病患者の診療体制に必

要な要員を常時確保するこ

と。特に手術に必要な動員体

制をあらかじめ考慮しておく

もの。 

○ 

専従看護師 45 名が二交代制で勤務す

る体制を整えている。 

また、院内手術部からの看護師の応援

体制も構築している。 
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要 件 判定 備 考 

③ 設備 

 高度救命救急センターとして必

要な医療機器を備えるもの。 

○ 

重篤な救急患者に必要な医療機器及び

重症熱傷患者用備品を備えている。 

・ショック状態にある重症外傷の止血

手術等に対応可能な手術室と麻酔器を

設置 

・重症急性中毒なども含めた重篤疾患

に対する集中治療に必要な設備や機器

（循環動態モニター、人工呼吸器など）

を設置 

・重症熱傷の治療に必要な熱傷ベッド

と、設置できるスペース等を確保 

 

(2) 指定の考え方（案） 

上記指定要件を全て満たしていることに加え、26診療科を擁し、病院全体で救命

救急センターをバックアップする体制が取れているとともに、それらの診療科の継

続的な体制維持も見込まれるため、高度救命救急センターの指定は適当と考える。 

 


